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広  情  審  第１０号 

平成２４年５月２３日 

 

 広島市長 松 井 一 實  様  

 

 

                 広島市情報公開審査会 

                  会長 大久保 隆 志 

 

 

   公文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について（答申） 

 

 平成２３年７月５日付け広指建第５９号で諮問のあったこのことについては、別添の

とおり答申します。 

 （諮問第５５号関係） 
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別添（諮問第５５号関係）                  

 

答   申   書 

 

  平成２３年７月５日付け広指建第５９号で諮問のあった事案（諮問第５５号で受理）に

ついて、次のとおり答申します。 

 

第１  審査会の結論 

 

「財団法人日本建築防災協会から提出された耐震レビュー結果報告書（再計算その１

及び再計算その２）」（以下「本件対象公文書」という。）の公文書開示請求（以下「本件

開示請求」という。）に対し、広島市長（以下「実施機関」という。）が本件対象公文書

について部分開示した決定は、妥当です。 

 

第２  異議申立ての趣旨 

 

平成２３年６月２２日付け異議申立ての趣旨は、異議申立人（以下「申立人」という。）

が同年４月２１日付けで行った本件開示請求に対し、実施機関が同年５月１１日付け広

指建第４２号で行った部分開示決定（以下「本件部分開示決定」という。）を取り消し、

本件対象公文書を開示するよう求めているものです。 

    

第３  申立人の主張の要旨 

 

申立人の異議申立書及び口頭意見陳述等での主張を要約すると、おおむね次のとおり

です。 

１ 本件対象公文書は、○○○○○○○○（以下「○○○○」という。）が○○○○○○

○○として開設予定である「○○○○○○○○○」（以下「本件建物」という。）の耐

震レビュー（再検討）結果報告書である。 

申立人は、本件建物を建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

に適合させるための補修方法と、本件建物が○○○○○○○○以外への利用が可能か

どうかの確認のために、本件建物の不適合箇所とその内容についての資料である本件

対象公文書の開示を求めたものである。 

２ 本件部分開示決定において、本件対象公文書の開示しない部分の不開示理由として、

広島市情報公開条例（平成１３年広島市条例第６号。以下「条例」という。）第７条第

２号に該当し、「法人の建築計画や構造上の安全性等に関する情報であって、公にする
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ことにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位、その他社会的地位を害すると

認められるものであるため」と記載されているが、申立人は、当該法人である○○○

○○○○○○○であるので、第三者ではなく、当事者である。 

本件対象公文書は、本件建物の健康診断のカルテのようなものであるから、当事者

である申立人に開示してもらいたい。 

 

第４  実施機関の主張の要旨 

 

    実施機関の説明書及び口頭意見陳述での主張を要約すると、おおむね次のとおりです。 

１ 平成１７年７月から平成１９年１１月にかけて、本件建物の建築主である○○○○

は、本件建物の建築確認及び第 1 回目から第 3 回目までの計画変更確認を民間の確認

検査機関である○○○○○○に申請し、建築確認及び各計画変更確認を受けて、ほぼ

工事を完了させた。 

  その後、本件建物の構造上の問題が生じたことから、平成２１年７月に、○○○○

は、実施機関に対して本件建物の第４回目の計画変更確認申請を行った。実施機関が

本件建物の構造について調査した結果、○○○○○○が行った第１回目の計画変更確

認の際に、構造部材の一部で誤って構造計算書より鉄筋量が少ない構造図が作成され、

この図面に基づいて施工されていたことが判明した。 

このため、実施機関は、○○○○から本件建物の設計の依頼を受けた設計事務所と

建築計画変更の協議を行ったが、平成２１年１０月に法に適合するかどうか決定でき

ないとして、審査終了した。 

   実施機関としては、本件建物が法第２０条の構造耐力の規定を満たしているか否か

を検証する必要があると判断したことから、平成２２年２月に、指定性能評価機関と

して指定を受けている財団法人日本建築防災協会（以下「建防協」という。）へ構造計

算の検証（耐震レビュー）を依頼した。 

本件対象公文書は、平成２２年５月に、建防協から受けた耐震レビューの結果報告

書であり、計画変更確認の図書（設計図面と構造計算書）に基づく結果報告書（再計

算その１）と施工図面に基づく結果報告書（再計算その２）がある。 

２ 平成２２年６月に、○○○○は、本件建物の第５回目の計画変更確認申請を行った。

実施機関は、本件対象公文書を基に、○○○○○○が行った第１回目から第３回目ま

での計画変更確認について法に適合しない旨を○○○○及び○○○○○○に通知する

とともに、本件建物の構造耐力上の不適合の内容について、実際の計画変更確認申請

手続を行っている設計事務所と再度の修正協議を行ったが、法に適合するかどうか決

定できないとして、審査終了した。 

その際には、既に○○○○と設計事務所とはトラブルにより別々の行動を取ってい

たため、○○○○に不適合の具体的な内容を話す機会はなかった。 
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３ 本件開示請求は、条例に基づく開示請求であり、開示請求者が何人であるか、どの

ような目的で開示請求をしているのかといった個別的事情により、開示・不開示の判

断が異なるものではないとされている。 

本件対象公文書は、計算数値、仮定条件、再計算に伴うコメント及び原設計図面等

から構成されており、仮に、本件対象公文書を全部開示した場合、構造耐力上不適合

な部材の数や不適合の程度が明らかになり、○○○○並びに設計事務所、確認検査機

関及び建築会社の社会的信用が低下するおそれがあると判断したものである。 

このため、本件建物が法に適合していない具体的な内容・程度が明らかになる情報

については、条例第７条第２号の「・・・公にすることにより当該法人等・・・の競

争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位を害すると認められるもの。・・・」に

該当するものとして、不開示としたものである。 

４ なお、○○○○が設計事務所、確認検査機関及び建築会社に対し、損害賠償請求事

件を提訴しており、裁判所から実施機関に対し本件対象公文書の送付嘱託があったの

で、本件部分開示決定した本件対象公文書を送付している。 

 

第５  審査会の判断理由 

 

  当審査会としては、本件対象公文書を見分し、条例の規定に則して検討した結果、以

下のとおり判断します。 

１ 法に基づく建築確認は、国民の生命、健康及び財産の保護を図るため、建築物を建

築等しようとする場合、当該建築物が法に適合するかどうかチェックするものです。

実施機関は、法に基づき、建築確認に関する事務を行わせる建築主事を担当課に配置

し、建築確認審査・検査業務を行うとともに、特定行政庁として民間の確認検査機関

が行う建築確認の法適合性の検証を行っています。 

 ２ 本件対象公文書は、○○○○が実施機関に対して本件建物に係る第 4 回目の建築計

画変更確認申請したときに、実施機関が本件建物の構造計算の検証を行うため、建防

協に作成依頼した建築計画変更確認の図書（設計図面と構造計算書）に基づく耐震レ

ビューの結果報告書（再計算その１）と施工図面に基づく耐震レビューの結果報告書

（再計算その２）であり、計算数値、仮定条件、再計算に伴うコメント及び原設計図

面等から構成されていることが認められます。 

 また、実施機関は、本件対象公文書を基に、○○○○○○が行った第１回目から第

３回目までの計画変更確認について法に適合しない旨を○○○○及び○○○○○○に

通知するとともに、本件建物の構造耐力上の不適合の内容について、実際の計画変更

確認申請手続きを行っている設計事務所と再度の修正協議を行ったが、法に適合する

かどうか決定できないとして、審査終了したことが認められます。 

３ 一般的に言えば、実施機関としては、建築主から設計を請け負った設計担当者と建
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築確認等に関する修正協議を行えば、通常であれば十分であると思われます。 

しかしながら、本件の場合、遅くとも修正協議の時点においては、建築主の○○○

○と代理人の設計事務所とは十分な意思疎通が取れない状況に立ち至っていたと推認

されます。したがって、実施機関がそのことを了知していたのであれば、○○○○は

当事者本人ですから、実施機関としては、本件建物の構造耐力上の不適合の具体的な

内容の情報提供について、検討の余地があったのではないかと思われます。 

４ 一方、条例第 5 条に基づく公文書の開示請求は、市政に関する情報を市民に説明す

ること等を目的としているため、何人に対しても等しく開示請求権を認めるものであ

り、開示請求者が何人であるか、どのような目的で開示請求をしているかといった個

別的事情により、開示・不開示の判断が異なるものではありません。 

   このため、申立人は○○○○の関係者ではありますが、仮に開示請求者が○○○○

当該法人自身であったとしても、そのことは本件部分開示決定の際考慮されるもので

はありません。 

５ したがって、本件対象公文書の計算数値、仮定条件、再計算に伴うコメント及び

原設計図面等の情報を公にすることにより、構造耐力上不適合な部材の数や不適合

の程度等本件建物の具体的な不具合が明らかになり、建築主並びに設計事務所、確

認検査機関及び建築会社の社会的信用が低下するおそれがあるため、当該法人の事

業運営上の地位その他社会的な地位を害すると認められるものとして、条例第７条

第２号により不開示とすることが相当です。 

また、本件対象公文書の計算数値、仮定条件、再計算に伴うコメント等は、建防

協の構造計算プログラムや計算ノウハウ等技術上のノウハウ等に関する情報でもあり、

この観点からも、これらの情報を公にすることにより、建防協の競争上の地位を害す

ると認められるものとして、条例第７条第２号により不開示とすることが相当です。 

６ 以上のことから、実施機関が、本件対象公文書中の不開示部分について、条例第７

条第２号に該当するものとして不開示としたことは、妥当であると判断するものです。 

 

以上により、「第１ 審査会の結論」のとおり判断するものです。 

 

第６  審査会の処理経過 

 

当審査会の処理経過は、別紙１のとおりです。 
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別紙１ 

審査会の処理経過 

 

年  月  日 処  理  内  容 

 ２３． ７． ５  広指建第５９号の諮問を受理（諮問第５５号で受理） 

 

 ２４． ３． ６ 

 （第１回審査会） 

審議（事案の概要説明） 

 ２４． ４．１７ 

 （第２回審査会） 

審議（申立人及び実施機関の口頭意見陳述） 

 ２４． ５．１５ 

 （第３回審査会） 

審議 

２４． ５．２３ 

 （第４回審査会） 

 審議 
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参  考  

 

 

広島市情報公開審査会委員名簿（五十音順）  

 

 

氏  名 役 職 名 

大久保 隆 志 

 （会  長） 
広島大学大学院法務研究科教授 

片 木 晴 彦 広島大学大学院法務研究科教授 

近 藤 いずみ 弁護士 

ジョージ・Ｒ・ハラダ 広島経済大学経済学部教授 

藤 元 康 之 中国新聞社呉支社長  

 

＊近藤いずみ委員は、諮問第５５号事案の利害関係者にあたるため、当該事案の審議を

辞退 

 

 

 

 

 


